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 小火器,例.ピストルまたはライフル
銃（爆発性または燃焼性推進装薬を用いないで

飛しょう体を投射するもの F41B）;そのため
の付属具[5]  

注 

クラス F41 のタイトルの後の注（2）における定義に注意する

こと。[5]  

サブクラス内の索引 

小火器の種類 .........................................  

ピストル,リボルバ 3/00 ...............................  

肩持ち小火器 7/00 ....................................  

他の小火器,例.隠ぺい,先込め,水中 9/00 ................  

床尾,床尾板,銃床 23/00 ...............................  

付属具;他の細部 27/00 ................................  

装着または運搬手段 33/00 .............................  

3/00 ピストル（コンクリ－ト建造物,金属壁また

は類似のものの中へのボルト打ち込み用

B25C）[3,5]  

3/02 ・合図用ピストル,例.ベリ－氏式ピストル  

3/04 ・スタ－ト用ピストル;警報ピストル  

3/06 ・紙雷管ピストル,例.がん具ピストル  

3/08 ・・雷管帯を有するもの  

3/10 ・・回転式雷管送弾子を有するもの,例.ド

ラム弾倉[5]  

3/12 ・・滑動式雷管送弾子を有するもの,例.挿

弾子（F41C3/08 が優先）[5]  

3/14 ・リボルバ（F41C3/10 が優先）[5]  

3/16 ・・中折れ式リボルバ[5]  

7/00 肩持ち小火器,例.ライフル銃,カ－ビン銃

または散弾銃[3]  

7/02 ・ポンプ式銃,すなわち装てんまたは撃鉄起

こしのために砲身下に往復運動する銃把

を有する銃  

7/04 ・装てんまたは撃鉄起しのために銃床下に

往復運動する銃把を有するもの  

7/06 ・レバ－式銃,すなわち装てんまたは撃鉄起

しのために揺動レバ－を有する銃  

7/11 ・折り曲げ式散弾銃またはライフル銃[5]  

9/00 他の小火器,例.隠ぺい小火器または水中用

に特に適合した小火器[3]  

9/02 ・隠匿ピストル,例.ペンシル内  

9/04 ・散歩用ステッキ銃  

9/06 ・水中用に特に適合した小火器  

9/08 ・先込め式小火器;フリントロック機構を有

する小火器;そのための付属具[5]  

 

細部  

 

23/00 床尾;床尾板;銃床  

23/02 ・負い革取り付け具  

23/04 ・折りたたみ式またはテレスコピック式の

銃床または銃床部品[5]  

23/06 ・反動の減少に特に適合した銃床[5]  

23/08 ・・反動吸収パッド[5]  

23/10 ・ピストル,例.リボルバ,用の銃床または銃

把（F41C23/12 が優先）[5]  

23/12 ・ピストル,例.リボルバ,を肩持ち銃に変換

させるためまたは安定させるための補助

銃床[5]  

23/14 ・調整可能な銃床または銃床部品,すなわち

個人的要求,例.長さ,ピッチ,傾きまたは

下り方,に適応できるもの[5]  

23/16 ・前部銃床;銃把;手の保護具[5]  

23/18 ・使用材料に特徴のあるもの（F41C23/08

が優先）[5]  

23/20 ・ 床 尾 ; 床 尾 板 ; そ の た め の 取 付 け

（F41C23/08,F41C23/10 が優先）[5]  

23/22 ・物入れ用空間を有する銃床[5]  

27/00 付属具;他に分類されない細部または取り

付け具  

27/04 ・駐鋤またはたてを取り付けるための装置  

27/06 ・擲弾,例.ライフル銃用擲弾,または暴動制

圧用弾薬を発射するための小火器の適

用;そのための砲身付属具  

27/16 ・突くまたは切る武器を組み合わせた小火

器;銃剣;銃剣の取付け[5]  

27/18 ・・銃剣;銃剣の取付け[5]  

27/20 ・ワイヤ切断用取付具[5]  

27/22 ・平衡または安定装置[5]  

33/00 小火器の装着または運搬手段  

33/02 ・ホルスタ－,すなわち装着または運搬,例.

ベルトまたは腕下に,用の手段を有する

ピストル用ケ－ス  

33/04 ・・それに特に適合した取り付け具  

33/06 ・小火器運搬用容器,例.安全箱,銃ケ－ス

（F41C33/02 が優先）[5]  

33/08 ・小火器運搬用取手[5]  

 


